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目

次

▷

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
四

月
十
一
日

多
摩
市
大
字
百

草
字
十
九
号
千

百
四
十
二
番
十

一
、
同
番
十
五

及
び
同
番
十
七

の
各
一
部

延
長二

三
・
五
〇

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

一
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

東
村
山
市
萩
山
町
三
丁
目
十
七
番
一
、
同

番
八
及
び
同
番
九
の
各
一
部

令
和
六
年
四
月
八

日

二
　
認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
小
平
市
花

小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
）

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）…	
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一

○
令
和
六
年
度
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…	

二

告
　
　
　
示
（
公
）

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

四

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
七
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
玉
堤
一

丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　
土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
三
号

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
条
例

第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
試
験
日
時

㈠
　
学
科
試
験

令
和
六
年
九
月
七
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一

時
三
十
分
ま
で

㈡
　
実
技
試
験

令
和
六
年
九
月
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
に
行
い
、
各
受
験
者
宛
て
試
験
日
時
を
通
知
す

る
。

二
　
試
験
会
場

学
校
法
人
後
藤
学
園
（
豊
島
区
南
池
袋
三
丁
目
十
二
番
五
号
）

三
　
試
験
内
容

㈠
　
学
科
試
験

ア
　
条
例
及
び
東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
ふ
ぐ
に
関
す
る
一
般
知
識

ウ
　
水
産
食
品
の
衛
生
に
関
す
る
知
識

㈡
　
実
技
試
験

ア
　
ふ
ぐ
の
種
類
及
び
内
臓
の
識
別
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
ふ
ぐ
の
処
理
技
術

四
　
試
験
手
数
料

2350番1

2325番1

2
3
3
2
番
1

無番地

2298番2

2339番1

2425番1

2425番
6

2307番10

2339番11

2
3
0
7
番

3
2
3
3
9
番

8

2333番

2334番1

2334番2

2334番3

2335番 2336番 2338番

2307番5

2302番1

23
07番

6

2307番
4 

2307番1

起点
34度

8分
5秒

北

別図

2369番 2370番 2371番

2
3
7
2
番

2
3
7
3
番
1

2374番2

2373番2

世田谷区玉堤一丁目

①

2325番52325番6

②

【凡 例】

単位区画線
筆境界

敷地境界

指定を解除

する区域

【起 点】
起点は、世田谷区玉堤一丁目

2307番1の最北端とする。

【格子の回転角度(34度8分5秒)】

格子の回転角度は、起点を通り、東

西方向及び南北方向に引いた線並び

にこれらと平行して10m間隔で引いた

線により構成されている格子を、

起点を中心として、右回りに回転

させた角度を示す。

調査範囲

境界点座標値(世界測地系)

測点番号 X座標 Y座標

① -44666.1305 -16506.4410

② -44675.0343 -16510.9932

※表中の座標値は、世界測地系座標計算

　（測地成果2011）によって作成した。
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る
と
と
も
に
、
同
日
午
前
十
時
か
ら
東
京
都
保
健
医
療
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.hokeniryo.m

etro.tokyo.lg.jp/

index.htm
l

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

七
　
そ
の
他

㈠
　
受
験
願
書
用
紙
等
は
、
平
日
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
保
健
医

療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
に
お
い
て
、
平
日
及
び
土
曜
日

に
つ
い
て
は
、
東
京
都
市
場
衛
生
検
査
所
（
江
東
区
豊
洲
六
丁

目
六
番
一
号
（
豊
洲
市
場
内
）
）
に
お
い
て
、
日
曜
日
及
び
土

曜
日
に
つ
い
て
は
、
東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
都
庁
本
部
（
東

京
都
庁
第
一
本
庁
舎
一
階
北
側
）
に
お
い
て
、
令
和
六
年
五
月

十
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で

配
布
す
る
。

㈡
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
記
健
康
安
全
課
（
電
話
〇
三
（
五
三

二
〇
）
四
三
五
八
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

一
万
九
千
七
百
円

五
　
受
験
手
続

㈠
　
受
験
願
書
受
付
日
時

令
和
六
年
五
月
十
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
十
四
日

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前

十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。
た

だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
で
令
和
六
年
六
月
十
四
日

（
金
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

㈡
　
受
験
願
書
受
付
場
所

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
　
東
京
都
保
健
医
療
局

健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
課

（
郵
便
番
号
一
六
三
―
八
〇
〇
一
　
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号
）
に
送
付
す
る
こ
と
。

㈢
　
提
出
書
類

ア
　
受
験
願
書
（
規
則
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
。
）

イ
　
受
験
票
（
規
則
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
。
）

ウ
　
写
真
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、

正
面
向
き
で
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
裏
に
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）

エ
　
領
収
証
書
（
受
験
手
数
料
納
付
後
の
も
の
）

オ
　
受
験
票
送
付
用
封
筒
（
八
十
四
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）

カ
　
試
験
結
果
通
知
用
封
筒

六
　
合
格
発
表

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
四

時
三
十
分
ま
で
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課

（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
）
及
び
東
京
都
中
央
卸
売

市
場
豊
洲
市
場
七
街
区
管
理
施
設
棟
一
階
ロ
ビ
ー
（
江
東
区
豊
洲

六
丁
目
六
番
一
号
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
146号

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
16年

国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
23号

）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
駐
車
監
視
員
資

格
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
同
規

則
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
４
月
25日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
講
習
の
実
施
日
時

講
義
　
令
和
６
年
８
月
29日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
30日

（
金

曜
日
）
の
２
日
間

告
　
　
　
示
（
公
）

　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
10分

ま
で

考
査
　
令
和
６
年
９
月
６
日
（
金
曜
日
）

　
　
　
午
前
10時

30分
か
ら
午
前
11時

30分
ま
で

２
　
講
習
の
実
施
場
所

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
　
Ｂ
棟
５
階
会
議
室

江
東
区
有
明
三
丁
目
７
番
26号

３
　
講
習
予
定
人
員

70名
（
予
定
人
員
に
な
り
次
第
締
め
切
る
。
）

４
　
申
込
手
続

⑴
　
受
付
期
間

令
和
６
年
７
月
１
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
５
日
（
金
曜

日
）
ま
で

⑵
　
受
付
時
間

午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

⑶
　
受
付
場
所

都
内
各
警
察
署
交
通
課

⑷
　
申
込
書
類

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通
（
駐
車
監
視

員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
休
日
を
除
く
日
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
都
内
各
警
察

署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。
）

⑸
　
受
講
手
数
料

20,000円
（
申
込
時
に
、
警
察
署
会
計
係
又
は
会
計
厚
生
係

に
お
い
て
納
入
す
る
こ
と
。
）

５
　
問
合
せ
先

　
警
視
庁
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
企
画
運
用
係

　
電
話
　
03（

3581）
4321　

内
線
　
7870-5123
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷
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